
1 職員の任免及び職員数に関する状況

（1）職員採用状況（平成18年4月1日採用者数）

一般行政職等 1 人 0 人 1 人
技能労務職 4 0 4
病院 0 2 2
合計 5 2 7

（2）職員退職状況（平成17年度退職者数）

一般行政職等 3 人 3 人 1 人 7 人
技能労務職 1 0 4 5
病院 0 0 9 9
合計 4 3 14 21

（3）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

議会
総務
税務
農林水産
土木
民生
衛生

計 人口1,000人当たり職員数　　　　13.9人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　　　　　人）

教育

人口1,000人当たり職員数　　　　15.4人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　　　　　人）

人口1,000人当たり職員数　　　　19.9人

（注） 1 平成17年データについては、旧2町の合計です。
2 [　　]内は、条例定数です。

普通退職ほか

区　　分 競争試験 選　　考 合　　計

合　　計

　　　　　　区　　分
　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
平成18年 平成17年

区　　分 定年退職 勧奨退職

　2町合併による調整
46 46 0
3 4

　2町合併による調整

-2 　2町合併による調整
19 23 -4 　2町合併による調整
12 14

11

33

普
通
会
計
部
門

　2町合併による調整

＜参考＞

38 37 1

-3 　2町合併による調整
117

-2

一
般
行
政
部
門

246 248

110 7

-1

14

-5 　2町合併による調整28

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 57 63

下水道 9 6

小　計 79 88 -9

-6 　欠員不補充
水道 6 6 0

3 　2町合併による調整
その他 7 13 -6 　2町合併による調整

合　　計
353 369 -16 ＜参考＞

[   376   ］ [   456   ］ [     -    ］

＜参考＞

小　計 274 281 -7
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（4）年齢別職員構成の状況 （平成18年4月1日現在）

（単位：人）

(5) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
①　定員適正化目標（数・率）

②　平成22年4月1日現在における定員の数値目標

③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年4月1日現在）

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 H19～22年 （参考）

（計画前年） １　年　目 2　年　目 3　年　目 4　年　目 5　年　目 計 数値目標

減　員

増　員

差　引

職員数

（注） 1 計画期間は、平成18年～平成22年の5年間です。

2 （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率です。

（参考） （各年4月1日現在）

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

（計画前年） １　年　目 2　年　目 3　年　目

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

減　員

増　員

差　引

職員数

職員数

▲ 16

1

▲ 17

0

一般行政

278

一般行政
特別行政
公営企業

4 0 1 5

▲ 21 ▲ 9 ▲ 35

▲30 （176％） ▲ 17

数値目標計

▲ 21 ▲ 8

256 248

始　期 終　期
数値目標

369 353 353

0

　　　　　　　　　区　　分
部　　門

414 406 380

▲45 （129％） ▲ 34

369 380

▲ 23 ▲ 5 ▲ 3

1 5 2 8

85

計

▲ 24 ▲ 10 ▲ 5 ▲ 39

90 88

2 0

88

▲2 （40％） ▲ 5

▲ 3 ▲ 2 ▲ 9

5 2 70

▲ 4

86

34

▲13 （108％）▲ 3

46 43 36 33

▲ 3 ▲ 7 ▲ 12

（参考）

▲ 7 ▲ 3 ▲ 13

0 00

261

353 353 320

▲ 49

(32.7%)

公営企業
等  会  計

▲ 17

1

0 0 ▲ 16

353

　　　　　　　　　区　　分
部　　門

H15～17年

平成17年10月1日 平成22年3月31日

0

▲ 3

▲ 5

▲ 1

277

特別行政

▲ 4

計　画　期　間

360 6 15 27 52 53 0

49人の純減

320人

55歳31歳
36 39 46

35歳 39歳
35343

計
43歳 47歳 51歳

～ ～ ～

59歳 以上

60歳～ ～ ～ ～ ～ ～ ～28歳 32歳 36歳 40歳
区　分

20歳 20歳 24歳

未満 23歳 27歳

44歳 48歳 52歳 56歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
％

構　成　比
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2 職員の給与の状況

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。
2 給与費は当初予算に計上された額です。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

平成18年度 平成13年度
南伊勢町
（南勢町） -
（南島町） -
全国町村平均
類似団体平均

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を給与水準を示す指数です。

(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成18年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円
円

歳 円 円

歳 円 円
円 ＊類似団体については、H17.4.1のデータです。

　　　　②技能労務職

歳 円 円
円

歳 円 円
円

歳 円 円
円

歳 円 円
円

歳 円 円

歳 円 円 ＊類似団体については、

円 　H17.4.1のデータです。

歳 円 - 円
( )

（注） 1 「平均給料月額」とは、平成18年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの

諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与

実態調査において明らかにされているものです。　

　また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていない

ことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

-

310,143
303,072287,836

国

227,532

318,595

　うち清掃職員

（-）

類似団体

　うち用務員

　うち給食調理員

民間事業者平均
※（県内市町平均）

46.2

47.5 212,000

226,130

221,382

48.4 286,500

-

47.3

南伊勢町

43.0

区分 平均年齢 平均給料月額

南伊勢町

45.5
241,913
233,818
259,557
244,022
219,150
219,150
230,671

218,821

職員数

376,326

期末・勤勉手当

433,489

-

国
40.4

18年度
96,014297 1,072,432

360,312

平均給与月額

93.5

-

一人当たり給与費

17年度

区分
　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

人　 　　　　　　　千円

区分
住民基本台帳人口 歳 出 額 人 件 費

（平成18年4月1日現在） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

42.4 335,216 363,642
376,554

類似団体

45.4 338,573

-

92.8

人 件 費 率

17,741 8,642,733 2,041,713 23.6
　　　　　千円 　　　　　　　％

平均給与月額

　　　　計　　　　Ｂ

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

1,601,935 5,394

328,477 381,212

91.2

94.3

区　　分 平均年齢 平均給料月額
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(5) 職員の初任給の状況（平成18年4月1日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円
円 円

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成18年4月1日現在）

円 円 円
円 円 円
円 円 円

円

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成18年4月1日現在）

（注） 1 南伊勢町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

※　上記グラフで1年前、5年前については旧2町職員の合計です。

％
20

2.1

％
17 7.2

23
人

100.0

人
9.7

人 ％
237

22.8

49.8
％

％

％

8.4

課長補佐・室長補佐・園長４　　級

３　　級 係長・主査
人

54

118

合　　計

１　　級 事務吏員・技術吏員

２　　級 事務吏員・技術吏員

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６　　級
人

5
人

５　　級

参事・課長

課長・室長

205,000

中学卒 対象者なし

高校卒
高校卒 157,000 182,100

-

区　　　         分

176,800

経験年数5～７年

一般行政職

技能労務職

大学卒

228,860

370,840

2年後の給料
大学卒

高校卒
123,900 131,500

-

170,200 183,800

％

-

経験年数10～15年

170,200

対象者なし

257,500

148,000

226,150

219,617

人

一般行政職

技能労務職
中学卒

区 分
南伊勢町 国

初任給 2年後の給料 初任給

307,463

183,800
148,000138,400

経験年数20～25年

-

高校卒 138,400
135,600 145,100

7.2% 8.1%
13.8%

9.7%
15.8%

8.9%

49.8%

48.4% 47.6%

22.8%
18.6% 19.5%

8.4% 7.2% 8.9%
2.1% 1.8% 1.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成18年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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(8) 昇給期間短縮の状況
　

(9) 職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

南伊勢町 国
１人当たり平均支給額（17年度）

千円　 -
（17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 月分 月分 6月期 月分 月分

12月期 月分 月分 12月期 月分 月分
計 月分 月分 計 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

②退職手当（平成18年４月１日現在）
南伊勢町 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　4,037千円 22,914千円 １人当たり平均支給額　　　　- 千円 - 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

③特殊勤務手当（平成18年4月1日現在）
千円
　円
　％

④時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

支給実績（平成17年度決算）

全　職　種区　　　　　　　　　　　　分

30.55

41.34

59.28

59.28

人

人

％

369

0

0.0

25,794

支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算）

97
24,142

支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）

89

支給実績（平成16年度決算）

へい獣処理手当 へい獣処理に従事する職員へい獣処理業務 1,000円/回
清掃業務手当 清掃作業に従事する職員 ごみ処理業務 700円/日

手当の種類（手当数） 2種類
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算） 101,718
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成17年度） 9.4

支給実績（平成17年度決算） 2,747

23.50

33.50

47.50

59.28

23.50

33.50

47.50

59.28

30.55

41.34

59.28

59.28

0.701.40
1.60 0.75 0.751.60
1.40 0.70

3.00 1.45

比率（％）

普通昇給期間（12～24月）を
短縮して昇給した職員数（人）

1,351

1.453.00

17年度

A

B

B/A

職員数
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⑤その他の手当（平成18年4月1日現在）

配偶者

一人目まで

　配偶者扶養

　　扶養手当 　配偶者非扶養 同

　配偶者なし

二人目まで

三人目以降

※特定期間加算

借家・間借

　家賃13,000円未満 支給無し

　家賃13,000円～23,000円未満

支給額 ＝ 家賃 - 12,000円

　　住居手当 　家賃23,000円～55,000円未満 同

支給額 ＝ (家賃 - 23,000円)

× 1/2 + 11,000円

　家賃55,000円以上

持家（新築等5年未満）

交通機関 （限度額）

　　通勤手当 交通用具 同

　（限度額）40ｋｍ以上 20,900円

参事・課長級

　給料月額×7/100

　　管理職手当 課長補佐級 同

　給料月額×4/100

園長

　給料月額×3/100

（10）特別職の報酬等の状況（平成18年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成17年度決算）

収 入 役 　　　　　　　-

期
末
手
当

　 -

　（支給時期）

252,000

任期毎

任期毎

190,000

退
職
手
当

　　（算定方式）

市 区 町 村長 1月につき　給料×41.6/100

助 役 1月につき　給料×25/100

収 入 役

議 員

議 長

3.30

　　（平成１７年度支給割合）

副 議 長

副 議 長 259,000 184,000

4.40

市 区 町 村長 　　（平成１７年度支給割合）

助 役

160,000

収 入 役 　　　　　- 　　　　-

報
酬

議 長 331,000

議 員 235,000

275,000

210,000

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 区 町 村長 802,000 694,000

助 役 675,000 550,000

9,377千円 191,361円

19,967千円 68,613円

720,000

550,000

-

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成17年度決算）

国の制度 支給実績

55,000円

13,000円

6,000円

6,500円 177,788円

27,000円

2,500円

1,447千円 60,275円

5,000円

5,000円

23,646千円

11,000円

6,000円
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（11）公営企業職員の状況
（ⅰ）水道事業
① 職員給与費の状況
ア　決算（平成17年度）

イ　予算（平成18年度）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年4月1日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

南伊勢町（水道事業） 南伊勢町（普通会計）
１人当たり平均支給額（17年度） １人当たり平均支給額（17年度）

千円　 千円　
（17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 月分 月分 6月期 月分 月分

12月期 月分 月分 12月期 月分 月分
計 月分 月分 計 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

イ　退職手当（平成18年４月１日現在）
南伊勢町（水道事業） 南伊勢町（全体）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　- 千円 17,239千円 １人当たり平均支給額　　　　4,037千円 22,914千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

ウ　特殊勤務手当
無し

エ　時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

総費用に占める （参考）区分 総費用 純損益又は 職員給与費
職員給与費比率 16年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

17年度
　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　
189,965 20,860 31,144 16.4 22.0

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費
Ａ 給　 料 職員手当 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

千円 千円
6,981 24,680 6,170

千円

基本給 平均月収額

980

期末・勤勉手当　　　　　計　　　　　Ｂ
千円

18年度
4 16,719

南伊勢町水道企業職 40.7
区　　分 平　均　年　齢

人 千円

316,800 355,278
南伊勢町一般行政職 45.4 338,573 468,308

1.40 0.70 1.40 0.70
1.60 0.75 1.60 0.75

33.50

23.50 30.55 23.50

339

59.28

47.50 59.28 47.50

3.00 1.45

30.55

41.34 33.50 41.34

1,417
支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算） 283

59.28

59.28 59.28 59.28

支給実績（平成17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算）

1,356

支給実績（平成16年度決算）

3.00 1.45

実質収支

1,524 1,351
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オ　その他の手当（平成17年４月１日現在）  

円
円
円
円

（ⅱ）病院事業
① 職員給与費の状況
ア　決算（平成17年度）

イ　予算（平成18年度）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年4月1日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

南伊勢町（病院事業） 南伊勢町（普通会計）
１人当たり平均支給額（17年度） １人当たり平均支給額（17年度）

千円　 千円　
（17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 月分 月分 6月期 月分 月分

12月期 月分 月分 12月期 月分 月分
計 月分 月分 計 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

イ　退職手当（平成18年４月１日現在）
南伊勢町（病院事業） 南伊勢町（全体）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分
勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分
勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 有 その他の加算措置 有
（退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　無　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　1,880千円 - 千円 １人当たり平均支給額　　　　4,037千円 22,914千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

国の制度 支給実績

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成17年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

同 0

（平成17年度決算）

扶養手当 普通会計に同じ 同 408 千円 102,000
千円 0

通勤手当 普通会計に同じ 同 207 千円 51,750
住居手当 普通会計に同じ

管理職手当 普通会計に同じ 同 90

Ｂ　

千円 90,000

（参考）
職員給与費比率 16年度の総費用に占

める職員給与費比率

区分 職員数

　　　　　　Ｂ／Ａ

区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

Ａ  

千円
7,178

一人当たり給与費
Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

68.0

基本給 平均月収額

実質収支

17年度
千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

884,800 90,397 601,925 68.8

区　　分 平均年齢

18年度
57 233,858 77,851

人 千円 千円

給 与 費

97,445 409,154
千円 千円

南伊勢町病院事業職 41.5 312,863 458,873
338,573 468,308

1.40 0.70 1.40

南伊勢町一般行政職 45.4

0.70
1.60 0.75 1.60 0.75
3.00 1.45 3.00 1.45

23.50 30.55 23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

1,3511,494
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ウ　地域手当（平成18年4月1日現在）
千円
   円

％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％

エ　特殊勤務手当
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当
千円
千円
千円
千円

カ　その他の手当（平成18年４月１日現在）  

円
円
円
円

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況

（2）休暇制度

・年次有給休暇 １年（暦年）20日間
・病気休暇 病気療養に必要な期間（90日以内）
・特別休暇 結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、夏季休暇など
・介護休暇 家族の介護が必要な期間（連続する6月以内（無給）

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況（平成１７年度） （単位：人）

　町長部局 0 0 1 1
教育委員会 0 0 0 0
　 合　　計 0 0 1 1
　分限処分は、疾病等のため、職員がその職責を十分に果たすことが出来ない場合に、公務能率を維持することを目的として、

職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任および休職があります。

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

0 制度無し

休息時間

40時間 8:30 17:15 12:15-13:00

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間
12:00-12:15
15:00-15:15

区　　分 免　　職 降　　任 休　　職 合　　計

医師、看護師 手術、往診業務 1回につき

夜間看護手当 看護師、介護職員 夜間看護業務 1回につき3,000円以内

特殊診療手当

研究手当 医師 医学研究 月額60万円以内

支給実績（17年度決算） -
支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） -
支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

手当の名称 主な支給対象職員

（医師） 15

支給実績（平成17年度決算） 17,619
支給職員１人当たり平均支給年額（平成17年度決算） 297

支給実績

支給実績（平成16年度決算） 22,779
支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算） 417

支給職員１人当たり

平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価 との異同 （平成17年度決算）

国の制度

（平成17年度決算）

扶養手当 普通会計に同じ 同 4,334 千円 188,434
住居手当 普通会計に同じ 同 967

同 3,823 千円 78,020

手当の種類（手当数） 3種類

管理職手当 普通会計に同じ 同 7,473

千円 193,400
通勤手当 普通会計に同じ

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 634,394

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 66.8

千円 1,240,500

支給実績（17年度決算） 26,708

- 9 -



（2）懲戒処分の状況（平成１７年度） （単位：人）

　町長部局 0 0 0 0 0
教育委員会 0 0 0 0 0
　 合　　計 0 0 0 0 0
　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に、公務秩序を維持することを目的として、その職員に道義的責

任を問う制裁措置です。その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。

5 職員の服務の状況

（1）職務専念義務
　職員は全体の奉仕者として公益のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに
専念しなければなりません。

（2）信用失墜行為の禁止
　職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはいけません。

（3）営利企業等の従事制限
　職員は任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員を兼ねることや自ら営利企業を営む
こと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはできません。
　平成18年4月1日現在の許可状況は以下のとおりです。

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする
会社その他の団体の役員等の地位を兼ねている者

（4）争議行為等の禁止
　職員は争議行為等が禁止されています。

（5）守秘義務
　職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

（6）政治的行為の制限
　職員は政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されています。

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（1）職員研修の状況

ワンステップ研修 -
ツーステップ研修 1
スリーステップ研修 -
マネージャー研修 9
リーダー研修 2
トップリーダー研修 3
情報セキュリティ研修（e-learning） 10
ヒューマン能力研修 1
法制執務研修 4
監査委員研修 2
職場の活性化を考えるセミナー 2
JET契約団体等セミナー 1
公営企業会計研修 1

（2）職員の勤務評定の実施状況
　職員の能力、資質、業績、勤務態度等を把握して勤務評定を行い、昇任、配置転換等の人事管理
を実施しています。

研　修　名 受講者数

戒　　告 合　　計

自ら営利を目的とする私企業を営む者

0

0

区　　分 免　　職 停　　職

区　　　分 人数 主な事業内容

減　　給
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7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）労働安全衛生事業の状況

安全衛生管理の充実 安全衛生委員会を中心に安全衛生体制の充実を図っています。
職員の健康管理 年１回全職員を対象に定期健康診断を実施しています。

・労働安全衛生事業の決算額　……　2,792千円

（2）互助会への補助金の状況
　地方公務員法第42条に定められている職員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚生に関
する事項）を実施するために三重県市町村職員互助会に加入しています。
負担金額 給料月額×7/1000
加入者数 355人
主な事業 入院見舞金、冠婚葬祭時の給付、法律相談、貸付など

・補助金の決算額　……　6,214千円

（3）その他の福利厚生事業の状況
　職員の共済制度については、地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共済組合が、
公務災害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金がそれぞれ
主体となり制度を実施しています。

8 その他町長が必要と認める事項

事業の名称 事業の内容
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